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◆　悪徳セールス等にご注意下さい！
⑴　町では、申込みをしていない方に診断士を派遣することはありません。この派遣事業を名乗る悪
徳セールスも予想されますので、十分に気をつけて下さい。

⑵　耐震診断のため診断士が訪問する際は、「茨城県木造住宅耐震診断士認定証」を携帯・提示するこ
とになっています。また、診断士より費用の請求や補強・改修工事の勧誘をすることはありません。

　平成23年３月11日に発生した東日本大震災では、茨城町においても地震により甚大な被害があり、住宅建築
物の耐震化は、自身の生命や財産を守るとともに被害の減少対策として非常に重要です。
　町では、地震に強いまちづくりを推進することを目的とし、「茨城県木造住宅耐震診断士」の派遣事業を実施
します。耐震診断費用は助成制度を活用し、自己負担2,000円です。（※派遣決定後に納入していただきます。）
　また、今回の一般診断は震災による被害状況を診断するものではありません。診断結果は罹災証明に関する
調査および地震保険の損壊調査には使用できません。

１　申込書の配布及び受付
　　⑴　申込書の配布及び受付場所（※　申込書は、茨城町のホームページからもダウンロードできます。）
　　　　茨城町役場　１階　都市整備課（１１番窓口）
　　⑵　申込書の配布及び受付時期
　　　　平成28年８月１０日（水）から　平成28年９月30日（金）まで
　　　　（土日・祝日を除く、午前８時30分から午後５時15分まで）
　　　　　
２　申込み者の資格

次の「対象となる住宅」の所有者で、町税（町民税、固定資産税、軽自動車税及び、国民健康保険税等を
いう）を滞納していない方

３　対象となる住宅
　　次の要件の全てに該当すること。

質 蔀実実

⑴　木造建築物で在来軸組構法により建てられたもの。
　　（※プレハブ（工場生産住宅）、ツーバイフォー、丸太組工法等で建てられた住宅は対象外）
⑵　一戸建ての木造専用住宅または店舗等併用住宅（床面積の２分の１以上が住宅であるものに限る）で、

階数が２階以下かつ延べ床面積が30平方メートル以上のもの。
⑶　昭和56年５月３１日以前（旧耐震基準）に建築確認申請を受けて建築されたものに限る。
⑷　東日本大震災により被災した住宅で、罹災証明が半壊以上であるものは不可。

質 蔀実実

４　募集戸数　　３戸（※募集戸数を超えた場合は、抽選により決定します。）
質 蔀実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実

５　派遣決定方法等
申込み者の資格・対象となる住宅を調査のうえ、派遣決定通知又は派遣しない旨の通知を送付します。

６　調査方法等
⑴　この事業の耐震診断は、（財）日本建築防災協会の定める一般診断であり、あくまでも耐震補強が必要

かどうかを判定するものです。（精密診断や耐震補強工事の設計ではありません。）
⑵　建築士等の専門家（県に登録されている茨城県木造住宅耐震診断士）があらかじめ日時を調整のうえ、

ご自宅の調査に伺います。その際、外回りのみならず、間取り図を作成するために室内にもお邪魔し
ます。また、筋かいの接合部等の確認のため天井裏や床下等も拝見するため、あらかじめ荷物等の移
動を行っていただきます。

【問合せ先】　都市整備課　都市計画グループ　☎ 029－240－7116（直通）
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木造住宅耐震診断士派遣希望者の募集について
～ あなたもお家の耐震診断を受けてみませんか？ ～
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